
【資料 土-3】 
福島県土木部技術管理課 

 

 1 / 9 
 

令和３年度 共通仕様書（土木工事編） 改正概要 

（令和３年 10月 1日改正） 

１．共通仕様書（土木工事編Ⅰ） 

番号 項  目 内  容 掲載頁 

１ 第 1編 共通編 

1-1-2 

用語の定義 

書面 

押印等の見直しに伴う規定の変更 

「19．書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行

年月日を記載し、記名したものを有効とする。」 

 ↓ 

「19．書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい，情

報共有システムを用いて作成され，指示，承諾，協議，

提出，報告，通知が行われたものを有効とする。ただし，

やむを得ず，情報共有システムを用いない場合は，発行

年月日を記載し，記名（署名または押印を含む）したも

のも有効とする｡」 

(Ⅰ)5 

２ 1-1-33 

工事中の安全確保 

 

使用する建設機械について追記 

「4 ．受注者は，土木工事に使用する建設機械の選定，

使用等について，設計図書により建設機械が指定されて

いる場合には，これに適合した建設機械を使用しなけれ

ばならない。ただし，より条件に合った機械がある場合

には，監督員の承諾を得て，それを使用することができ

る。」 

(Ⅰ)34 

３ 1-1-33 

工事中の安全確保 

 

掲載位置の変更（架空線等事故防止対策） 

「20．受注者は，架空線等上空施設の位置及び占用者を

把握するため，～(略)～ 監督員へ報告しなければなら

ない。」 

    ↓ 

「6．受注者は，～(以下、略)～」 

(Ⅰ)34 

４ 1-1-33 

工事中の安全確保 

 

開催方法について詳細追記（定期安全研修・訓練等） 

「11．受注者は，工事着手後，～(略)～  

 なお，作業員全員の参加が困難な場合は，複数回に分

けて実施する事も出来る。」 

(Ⅰ)34 

５ 1-1-39 

交通安全管理 

 

 

掲載位置の変更（施工計画書） 

「6．受注者は，指定された工事用道路の～(略)～」 

    ↓ 

「2．受注者は，指定された工事用道路の～(略)～」 

(Ⅰ)40 
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番号 項  目 内  容 掲載頁 

６ 

 

 

 

 

 

1-1-47 

保険の付保及び事

故の補償 

 

 

建設業建退金共済制度における電子申請方式の導入等に

ついて追記 

「ア．最初に提出する収納書は，～（略）～ 工事請負

契約締結後原則１ヶ月以内（電子申請方式による場合に

あっては，工事請負契約締結後原則 40日以内）に提出す

るものとする。」 

 

「イ．前記アによって処理した後，貼付の状況，～(略)

～また，工事完成後，速やかに掛金充当実績総括表を作

成し，監督員に提示しなければならない。 

(Ⅰ)52 

 

 

 

 

 

 

(Ⅰ)53 

７ 3-5-4 

材料の計量及び練

混ぜ 

文言の改定（一練り ⇒ 一バッチ） 

「(6)受注者は，各材料を，一練り分ずつ質量で計量しな

ければならない｡～(略)～ なお，一練りの量は，～(以

下、略)～。」 

    ↓ 

「(6)受注者は，各材料を，一バッチ分ずつ質量で計量し

なければならない｡～(略)～ なお，一バッチの量は，～

(以下、略)～。」 

(Ⅰ)80 

８ 3-4-5 

継手 

【8．機械式鉄筋継手 新規追加】 

 

(Ⅰ)90 

９ 1-3-34 

境界工 

 

 

 

 

第４編 道路編 

2-12-3 

境界工 

設置実態に合わせた規定の変更 

「5．受注者は，境界杭及び境界鋲の施工にあたっては，

原則として，杭頭部に示す中心点又は矢印先端部を境界

線と一致させ，文字「福島県」が内側（官地側）になる

ようにしなければならない。」 

 

※1．同様 

(Ⅰ)200 

 

 

 

 

 

(Ⅰ)373 

10 第３編 

土木工事共通編 

1-4-4 

既製杭工 

 

 

 

1-4-9 

鋼管矢板基礎工 

文言の追記 

「21．既製杭工における鋼管杭及び H鋼杭の現場継手に

あたり，～(略)～。 

ただし～(略)～その作業に該当する試験（またはこれと

同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現場溶接の施

工経験が 6ヶ月以上の者に行わさせなければならない。」 

 

※11．同様 

(Ⅰ)204 

 

 

 

 

 

(Ⅰ)214 
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番号 項  目 内  容 掲載頁 

11 1-6-7 

アスファルト舗装

工 

文言の追記(実態を反映) 

「(5)受注者は，加熱アスファルト安定処理混合物の排出

時（出荷時）の温度及びその変動の範囲について監督員

の承諾を得なければならない。」 

(Ⅰ)237 

12 

 

 

1-12-2 

材料 

 

有効期限が超えた際の扱いについて追記 

「(5)受注者は，塗料の有効期限を，ジンクリッチペイン

トは製造後 6ヶ月以内，その他の塗料は製造後 12ヶ月と

し，有効期限を経過した塗料は使用してはならない。工

期延期等やむを得ない理由によって使用期間が，ジンク

リッチペイントは 6ヶ月を超えた場合，その他の塗料は

12ヶ月を超えた場合は，抜き取り試験を行って品質を確

認し，正常の場合使用することができる。」 

(Ⅰ)298 

 

 

13 

 

 

 

 

1-17-3 

樹木・芝生管理工 

 

 

 

改定に伴う追記 

「2．受注者は，剪定の施工にあたり，「チェーンソーに

よる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の策定に

ついて（厚生労働省 令和 ２ 年 1 月）によるものとし， 

～(略)～ 

4．受注者は，剪定，芝刈，雑草抜き取り（抜根），植付

けの施工にあたり，～(以下、略)～。」 

(Ⅰ)337 

 

 

 

 

 

(Ⅰ)337 

14 4-8-9 

橋名板工 

 

5-13-8 

橋名板工 

文言の改正 

「1.受注者は，橋梁の橋名板についてはブロンズ製とし

～(略)～」 

    ↓ 

「1.受注者は，橋梁の橋名板についてはステンレス製と

し～(略)～ 

2.橋名板を取付けるボルト・ナット等については，盗難

対策が図られた仕様とする。」 

(Ⅰ)393 

 

 

(Ⅰ)413 

15 4-8-10 橋歴板工 

5-13-9 橋歴板工 

6-8-6  橋歴板工 

7-6-5  歴板工 

8-7-5  歴板工 

1-11-5 銘板工 

2-7-5  銘板工 

3-10-3 銘板工 

銘板の記載事項の改正 

・設計者として管理技術者氏名、 

・施工者として監理技術者氏名を記載する 

 

「1.～(略)～ただし，記載する技術者等の氏名について，

これにより難い場合は監督員と協議しなければならな

い。」 

(Ⅰ)395 

(Ⅰ)415 

(Ⅰ)428 

(Ⅰ)435 

(Ⅰ)442 

(Ⅰ)667 

(Ⅰ)674 

(Ⅰ)684 

16 第７編 砂防編 

1-8-4 

コンクリート堰堤

本体工 

【13．砂防ソイルセメント 新規追加】 (Ⅰ)662 
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２．共通仕様書（土木工事編Ⅱ） 

番号 項  目 内  容 掲載頁 

●土木工事施工管理基準及び規格値 

17 土木工事施工管理

基準 

出来形管理要領の改定 

 土工において、～(略)～、「地上型レーザースキャナー

を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測

量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、

「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形

管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用いた出

来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方

式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移

動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領

（土工編）（案）」または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来

形管理要領（土工編）（案）」の規定によるものとする。 

 また、舗装工において、～(略)～「地上型レーザース

キャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、

「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）

（案）」、移「地上動体搭載型レーザースキャナーを用い

た出来形管理要領（舗装工事編）（案）」または「ＴＳ（ノ

ンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）

（案）」の規定によるものとする。 

     ↓ 

「土工において、～(略)～、「３次元計測技術を用いた出

来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管理の場合）」 

または「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）

土工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定によるもの

とする。 

また、舗装工において～(略)～「３次元計測技術を用い

た出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理

の場合）」または「３次元計測技術を用いた出来形管理要

領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定

によるものとする。」 

 

※以下、同要領の記載を改定 

(Ⅱ)4 
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番号 項  目 内  容 掲載頁 

●出来形管理基準 

18 3-1-3-8-2 

路側防護柵工 

摘要を追記 

・「ワイヤーロープ式防護柵にも適用する」 

 

(Ⅱ)48-49 

19 3-1-3-24-2 

伸縮装置工 

(鋼製フィンガー

ジョイント) 

測定箇所を表す挿絵を改定 

 

(Ⅱ)60-61 

20 3-1-6-7-1 

アスファルト舗装

工(下層路盤) 

測定箇所を追記 

中規模以上の工事とは、～(略)～、舗装施工面積が 

10,000 ㎡以上あるいは使用する基層及び表層用混合物

の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、～(略)～､同一工種の施工が数日連続

する場合で､次のいずれかに該当するものをいう｡ 

①施工面積で 2,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 

②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以

上 3,000t 未満 

(Ⅱ)78-79 

21 3-2-14-6 

アンカー工 

摘要を追記 

・「鉄筋挿入工にも適用する」 

 

※法面工の鉄筋挿入工の出来形管理項目がないため 

(Ⅱ)196-197 

22 3-2-15-3 

補強土壁工 
(補強土〔テールアルメ〕

壁工法）  
(多数アンカー式補強土
工法）  

(ジオテキスタイルを用
いた補強土工法） 

測定項目の追加 

・控え長さ(補強材の設計長) 

 

※誤解を招く可能性があるため控え長さは、補強材の設

計長とする 

(Ⅱ)200-201 
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番号 項  目 内  容 掲載頁 

23 10-3-6-8 

橋台躯体工 

 

10-3-7-9 

橋脚躯体工 
(張出式) 
(重力式) 
(半重力式) 

 

10-3-7-9 

橋脚躯体工 

(ラーメン式) 

管理要領を追記 

 

「橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法

表示箇所。  

箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 

なお、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出

来形管理要領（案）構造物工編（試行）」で規定する出来

形計測性能を有する機器を用いることができる。（アンカ

ーボルト孔の鉛直度を除く）」 

(Ⅱ)218-219 

 

 

(Ⅱ)220-221 

 

 

 

(Ⅱ)222-223 

24 10-4-8-6 

橋梁用防護柵工 

 

10-4-8-7 

橋梁用高柵工 

測定箇所を表す挿絵を改定 

 

※ブロックアウト型高欄に測定箇所を見直し 

(Ⅱ)228-229 

25 6-1-7-4 

護岸付属物工 

測定基準を追加 

・空欄 

    ↓ 

・「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工

編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 

(Ⅱ)246-247 

26 7-3-7-4 

集排水ボーリング

工 

摘要の追記 

・「水平方向に関する規格値を設計する場合は、監督員と

の協議のうえ規格値を設計する。」 

(Ⅱ)282-283 

番号 項  目 内  容 掲載頁 

●品質管理基準 

26 4 プレキャストコ

ンクリート製品

(その他) 

コンクリート用混和材 ・化学混和剤 

－試験時期・頻度の改正 

1回/月以上 

ただし、JIS A 6202（膨張材）は 1回/月以上、 

JIS A 6204（化学混和剤）は 1回/６ヶ月以上 

(Ⅱ)312-313 

 

27 

 

17 アンカー工 モルタルのフロー値試験－規格値の改正 

・「設計書による」 

    ↓ 

・「10～18秒 Pロート 

（グランドアンカー設計施工マニュアルに合わせる）」 

(Ⅱ)356-357 

28 36 鉄筋挿入工 【新規追加】 (Ⅱ)418-419 
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番号 項  目 内  容 掲載頁 

●写真管理基準  

26 写真管理基準（案） 2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理に下記

を追加 

 

・「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」によ

る出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影

頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規

定による。 

 また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」

による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影

頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、 同要領の規

定による。 

(Ⅱ)426 

27 写真管理基準（案） 4 その他－文言の改定 

「(1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所でその仕様が

確認できる箇所をいう。 

(2) 適宜とは、～(略)～箇所や枚数のことをいう。 

(3) 不要とは、別紙｢フィルムカメラを使用した場合の写

真管理基準（案）｣を参照のこと。」 

   ↓ 

「(1)適宜とは、～(略)～箇所や枚数のことをいう。 

(2)フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、

「写真管理基準（案）令和 2 年 3 月」を参考に監督職

員と提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとす

る。」 

(Ⅱ)427 

28 撮影箇所一覧表 

(施工状況写真) 

図面と不一致の－撮影頻度の改定 

ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）

における空中写真測量（ＵＡＶ）」による場合は、撮影毎

に１回（写真測量に使用したすべての画像（ICON フォル

ダに格納））〔発生時〕 

ただし､「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）

における地上型レーザースキャナ（ＴＬＳ）、地上移動体

搭載型レーザースキャナー（地上移動体搭載 型ＬＳ）、

無人航空機搭載型レーザースキャナー（ＵＡＶレーザ

ー）、ＴＳ（ノンプリズム方式）、ＴＳ等光波方式、ＲＴ

Ｋ－ＧＮＳＳ」による場合は、計測毎に１回〔発生時〕 

(Ⅱ)429 

29 4 下層路盤 

5 上層路盤 

現場密度の測定の改正 

・「各種路盤事に１回」 

    ↓ 

・「各施工層毎に１回」 

(Ⅱ)431 
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番号 項  目 内  容 掲載頁 

30 1-2-3-2 掘削工 要領の改定 

「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編） 

（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形

管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナー

を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機

搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土

工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを

用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は 

１工事に 1回」〔施工後〕 

 「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要

領（土工編）（案）」に基づき写真測量に用いた画像を納

品する場合には、写真管理に代えることが出来る。」 

   ↓ 

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編

多点計測技術（面管理の場合）」による場合は１工事に 1

回〔施工後〕 

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編

多点計測技術（面管理の場合）」に基づき写真測量に用い

た画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出

来る。」 

 

※以下、同要領の記載を改定 

(Ⅱ)438 

 



【資料 土-3】 
福島県土木部技術管理課 
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３．共通仕様書（土木工事編Ⅲ） 

番号 項  目 内  容 掲載頁 

31 ２．様式 文言の改定 

押印不要の欄に○印のある様式については、受注者の

押印を不要とする。「印」等の記載がある様式において、

押印しない場合は「印」等の記載、押印欄を削除するこ

と。ただし、未削除であっても受理する。 

 なお、文書の改ざん防止・真正性確保のための押印は

任意とし、押印しないことを強制するものではない。 

   ↓ 

 文書の改ざん防止・真正性確保のための押印は任意と

し，押印の有無を強制するものではない。 

 国土交通省様式の使用欄に○印のある様式について

は，国土交通省様式での提出も可とする｡ 

 

※各様式の受注者「印」等の記載削除 

(Ⅲ)2.様式見

出し 

 


